　　　令和７年度秦野市国民健康保険特別調整交付金（結核・精神分）
　　　申請支援委託業務仕様書

１　委託業務名称
　　令和７年度秦野市国民健康保険特別調整交付金（結核・精神分）申請支援
　委託業務

２　委託業務内容
特別調整交付金（結核・精神）申請に係る診療報酬明細書調査及び集計を行い、本市国民健康保険特別調整交付金（結核・精神分）の申請支援を行う。

３　調査対象レセプト
 (1)　レセプト １３か月分（令和６年１２月～令和７年１２月審査分）
(2)  対象レセプト数        550,000件／年
国民健康保険一般の医科入院、医科入院外、ＤＰＣ、調剤及び訪問看護
【対象疾病】
社会保険表章用疾病分類表より
ア　大分類Ⅰ    感染症及び寄生虫症    中分類 0102（結核）
イ　大分類Ⅴ    精神及び行動の障害    中分類 0501～0507

４　契約期間
契約締結日の翌日から令和８年３月３１日まで

５　業務内容
 (1)　本業務に必要な情報の抽出、分類及び集計
ア　国の抽出条件に基づき、レセプトから本業務に係る申請対象となるレセプトを抽出・点検等を行う。
[bookmark: _GoBack]イ　集計に必要なレセプト情報等の抽出は、抽出精度を均一に保つ為、人による目視によるものではなく、近年の会計検査の指摘事項を踏まえたうえで、申請条件に合致する最大限の交付金見込額を算出できるよう、全国での申請実績を有するコンピュータによる機械処理によるものとし、該当データの漏れや誤謬のないようにすること。
　ウ　高額療養費及び医療介護合算療養費については、確定情報を用いて求
めることとする。
※なお、確定データ（KD-IF317）については、個人情報が付与された状態で処理を行う必要があることから、受注者への提供は行わないため、専用ツールの提供など、必ず庁舎内で市担当者が作業できる環境を整えること。
　エ　本申請の対応時期
本市への提出は以下を予定している。受注者は充分な準備を行うこと。
本申請：令和８年２月上旬
※コード情報ファイルの最終提供（令和８年１月中旬）
 (2)　委託事業者が準備するレセプトファイル等は、次のとおりとする。
　ア　コード情報ファイル   医　科：21_RECODEINFO_MED.CSV
　イ　コード情報ファイル   ＤＰＣ：22_RECODEINFO_DPC.CSV
　　ウ　コード情報ファイル   調　剤：24_RECODEINFO_PHA.CSV
　　エ　コード情報ファイル   訪問看護：26_RECODEINFO_NUR.CSV
　　オ　確定情報：KD-IF317
※確定データについては、個人情報保護の観点から受注者への提供は行わない。
 (3)　関連業務
ア　仕様書５(2)のアからエのコード情報ファイルから申請対象に該当するレセプトを抽出し、申請対象レセプト情報をCSVデータで作成して納品すること
　 イ　申請対象明細データ及び５(2)のオの確定情報から、特別調整交付金
算出基礎票（以下「様式第２４」という。）に掲載する数字を算出可能な
専用ツールを提供すること。
専用ツールは、不当利得レセプト及び対象外レセプトの除外処理、地
方単独事業分の調整係数処理を行い、申請対象明細データの作成及び様
式第２４に掲載する数字を算出可能な機能を有すること。
ウ　本申請の際、受注者は、関連業務として次の支援を行うこと。
・ヒアリング等に必要な資料作成の補助作業
・暗号化・復号化ツール、匿名化ツールなど、個人情報保護に配慮したツールの提供
・その他本業務を遂行する上で必要となるツール等の提供
・契約期間終了後（最大５年間）において、会計検査が行われる場合の支援（具体的には、説明補足資料の作成・提供、検査期間中の電話待機を想定）

６　成果物の納品
成果物は次のとおりとする。
(1)  特別調整交付金（結核・精神）申請対象に該当するレセプトデータ
(2)  様式第２４の作成に必要な数値データを算出するための専用ツール
※成果物は、発注者が指定する期日までに納品すること。
期日：令和８年２月上旬を予定
※令和７年１１月診療分及び対象期間の確定情報の提供は、令和８年１月中旬となるが、納品物の受領が令和８年２月上旬となることから、受注者は充分な準備をもって業務を遂行すること。

７　業務遂行にあたる遵守事項及びその徹底
(1)  守秘義務
作業を通じて知り得た事項及び発注者が提供したデータ、記録媒体及び資料（以下「各種データ等」という。）記載のいかなる情報も第三者に漏洩してはならない。
(2)  個人情報保護・セキュリティ要件
　　　受注者は、個人情報及び発注者の情報資産の取扱いについて、次のこと
　　を遵守すること。
　　ア　受注者は本業務を処理するため個人情報及び特定個人情報を取扱う場
　　　合は、個人情報保護法を遵守しなければならない。また、本契約期間終
　　　了後又は契約を解除した場合も同様とする。
　　イ　発注者が提供した各種データ等については、丁寧に扱い、汚損、破損、遺棄、紛失のないように十分注意するとともに、改ざん、複写又は複製してはならない。
　　ウ　発注者が提供した各種データ等は、本業務を履行する目的にのみ使用すること。
　　エ　プライバシーマーク又はＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）のいずれかの認証を取得していること。
　　オ　本業務で使用する各種データ等が外部に漏れることがないよう、その運搬及び保管の際には十分注意すること。

８　その他
 (1)　提供する各種データ等内の個人情報については、受注者の準備するツー
　　ルにより、匿名化・暗号化処理の上、提供する。
 (2)　本仕様書に定めのない事項については、発注者と協議する。
 (3)　対象レセプトの増減による費用の積算は行わない。
 (4)　必要に応じて交付金申請時のヒアリング及び会計検査時の対応を行うこ
　　と。
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